
ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４米子市交流大会売店募集の概要

ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４（以下、「大会」という。）において、選手、監督、

大会関係者及び一般観覧者の皆様に心をこめたおもてなしを行うため、ねんりんピックはば

たけ鳥取２０２４米子市実行委員会（以下、｢実行委員会｣という。）は、米子市内の大会会

場に出店する売店を募集します。

１ 募集する出店会場及び出店期間等

※出店範囲は、原則１店舗あたり２０㎡（２間×３間のテント１張）以内とします

※水泳、ソフトボール、ダンススポーツについては募集を行いません

２ 出店経費

（１）出店料は無料です。

（２）売店の運営その他必要な備品及び設備等に要する経費は出店者の負担となります。

ただし、次に掲げる備品は実行委員会が準備します。

ア テント（２間×３間）１張 ※屋内とキッチンカーによる出店を除く

イ 長机４台

ウ 椅子４脚

３ 出店要件

（１）取扱品目が次に掲げるいずれかであること。

ア スポーツ用品

イ ねんりんピック関連グッズ（ねんりんピック標章又はねんりんピックはばたけ鳥取

２０２４のマスコットキャラクター「あおや かみじろう」を使用した商品であり、

競技名 出店会場 出店期間
開設時間

（予定）
募集数

剣道
鳥取県立武道館

（屋内）

令和 6年

10月 19 日（土）
10：00～16：00 １店舗

（スポーツ

用品必須）10月 20 日（日） 10：00～12：00

剣道

弓道
弓ヶ浜公園

10月 19 日（土）

10月 20 日（日）

10月 21 日（月）

10：00～16：00 ３店舗

ローイング 湊山公園

10月 19 日（土） 10：00～16：00

３店舗

10月 20 日（日） 9：00～12：00

ソフトテニス
どらドラパーク米子

陸上競技場駐車場

10月 20 日（日）

10月 21 日（月）
9:00～16：00 ２店舗



権利者に使用の許諾を受けているものに限る。）

ウ 観光物産品

エ 飲食物

オ ア～エに掲げるもののほか、実行委員会が必要又は適当と認めたもの

（２）交流大会期間中、この要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店することができ

る者。ただし、障害者支援施設については、この限りではありません。

（３）法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又は登録を受けて

いること。

（４）出店申請時において、市税等の滞納がないこと。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法第２条第２号に規定する暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。）ではない

こと。

（６）売店の運営に従事する者として、暴力団員等を使用し又は雇用していないこと。

４ 留意事項

（１）出店会場では、大会関係者へ斡旋弁当が配布されるほか、無料ドリンクコーナーの設

置や地元銘菓のふるまいがあります。

（２）原則１店舗につき１台駐車場を用意する予定ですが、駐車場と会場が離れている場合

がありますので、あらかじめご了承ください。ただし実行委員会が指定する時間内に限

り、会場近くの荷下ろしができる場合があります。

（３）キッチンカー等、テント以外での出店を希望される方は、事前に事務局までお問合せ

ください。車両の大きさ等により出店できない場合があります。

（４）各売店等の清掃は各出店者が責任を持って行い、排出されたごみ（販売した飲食の残

り物や容器を含む）は、各出店者が持ち帰り処分をしてください。また、出店された場

所の現状回復をお願いします。

（５）販売品等の取扱い、管理に関しては、出店者が責任を持って行ってください。盗難又

は火災その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は一切責任を負いかねます。

５ 遵守事項

（１）売店及びその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行い、発生したごみは毎日適宜各

自で適正に処理すること。

（２）販売品には、法令等の定めるところにより、適正な表示を行い、販売価格を明示する

こと。

（３）売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、宣伝広告用のものは掲示しな

いこと。

（４）販売品等の搬入搬出及び陳列は、大会運営に支障をきたさないよう、実行委員会が指

示する時間内に完了させること。

（５）服装は、清潔なものを着用し、接客にあたっては、おもてなしの心で、親切、丁寧な

対応を心がけること。

（６）天候の悪化等の事情により実行委員会がやむを得ず危険回避等のために撤去命令等の

指示を出したときには、その指示に従うこと。

（７）実行委員会が大会前に開催する出店者説明会に必ず出席すること。なお、説明会の開



催時期は、令和６年９月頃を予定しています。

（８）法令等を遵守し、売店を出店する会場の施設管理者及び実行委員会の指示に従うこと。

６ 出店申込み

別紙「ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４米子市交流大会売店設置要項」の「８ 出店

申請」に定める「出店申請書（様式第１号）」及び必要書類を、持参または郵送で提出して

ください。

【申込先】ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４米子市実行委員会事務局

（米子市文化観光局ねんりんピック推進課内）

〒683-8686 米子市東町１６１番地２

TEL：0859-30-2525 FAX：0859-34-6651

E-mail：nenrinpic@city.yonago.lg.jp

米子市ホームページ：https://www.city.yonago.lg.jp/39736.htm

【申込期限】令和６年５月３１日（金）17 時必着

（窓口受付時間）平日 8：30～17：00

７ 出店者の決定

（１）出店の可否については、令和６年６月中旬頃に通知します。

（２）出店状況等により、出店をお断りするなど、希望にそえない場合があります。

８ 損害賠償

出店者は、会場内及びその周辺の施設、設備又は第三者に対して損害を与えたときは、賠

償の責任を負うものとします。

９ 補填及び補償

（１）出店者は、当初予想の収益が得られなかった場合でも、その損害の補填及び補償を実

行委員会に請求することはできません。

（２）出店者は、天候不良（自然災害を含む。）等実行委員会が予測できない理由により、出

店が中止又は縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等の補償を実行委員会に請

求することはできません。

https://www.city.yonago.lg.jp/39736.htm

